
この計画は平成18年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果等を踏まえ、平成23

年度までの武雄市男女共同参画推進のために策定しました。男女がよきパートナーとして、ともに築く

ゆとりと活力ある武雄市をめざして、男女共同参画社会の形成をすすめていきましょう。

総合計画に掲げる「市民とともに創るパートナーシップのまち」の趣旨に沿って、

①男女の人権の尊重

②あらゆる分野における男女共同参画の推進

③個性の尊重と能力の発揮　　　　　　　　　　　　　　を基本理念として策定しています。

男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社会実現を目指
し、平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」が制
定され、9年が経過しました。地域一丸となった様々な取り
組みによって、私たちはより個性と能力をいかして、いきい
きとすごすことのできる社会づくりへと歩みを進めていま
す。

この週間を改めて身近な男女共同参画を見直す機会として

みませんか？

お問い合せ先
企画部　男女参画課　
電　話　23-9141

６月23日～29日は「男女共同参画週間」です６月23日～29日は「男女共同参画週間」です

担当:元澤

１．人権尊重と男女共同参画の
　　　　　　　意識づくりの推進

３． 男女のパートナーシップが
　　　輝くまちづくりの推進

２．男女共同参画の
　社会環境づくりの推進

４．男女共同参画推進体制づくり

男女共同参画社会の実現のために－男女共同参画社会の実現のために－
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